
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年８月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２８４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１５日（土） １０時２９分ごろ 

発生場所 三重県四日市市四日市港 四日市港東防波堤北灯台から真方位３３６°３,

３８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°５９.７′ 東経１３６°３９.３′） 

事故等調査の経過  平成２１年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 Ａ 水上オートバイ メリージェン、５トン未満（長さ２.７０ｍ） 

   ２４３－２８１８６三重、個人所有  船舶番号、船舶所有者等 

 美
み

海
かい

、０.１トン Ｂ 水上オートバイ メリージェン

   ２４３－３７９７１三重、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、特殊小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部に浸水を伴う破口 

Ｂ 船首部防舷帯脱落 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、四日市港の所属マリーナ北東方２０

０ｍ付近で蛇行運転を行いながら遊走中、Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組

み、Ａ船を追走しようと思って所属マリーナ桟橋を出発し、時速約３０

km/hの速力で直進して航行中、平成２１年８月１５日１０時２９分ごろ、

Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、衝突の衝撃により落水したが、救助されて死傷者

はいなかった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １ 

海象：平穏 

 その他の事項  船長Ａ及び船長Ｂは、ともに救命胴衣を着用していた。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、四日市港において蛇行運転を行いなが

ら遊走中、船長Ａが、適切な見張りを行わなかっ

たので、Ｂ船がＡ船を追走して右舷方から接近し

ていることに気付かずに右に急転舵したものと考

えられる。 

 Ｂ船は、Ａ船を追走中、船長Ｂが、左舷前方で

蛇行運転を行っていたＡ船との船間距離を取らな

かったので、Ｂ船の船首方へ急に転舵してきたＡ

船を避けることができなかったものと考えられ

 



 

る。 

原因  本事故は、四日市港において、Ａ船が蛇行運転を行いながら遊走中、Ｂ

船がＡ船を追走中、Ａ船が適切な見張りを行わずにＢ船の船首方に転舵

し、また、Ｂ船がＡ船との船間距離を取らなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

 




